
議案第３５号 

 

   木津川市税条例の一部改正について 

 

 木津川市税条例（平成１９年木津川市条例第５６号）の一部を別紙のとおり改正す

る。 

 

  令和元年５月１７日提出 

 

木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 平成３１年度税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律

第２号）」が平成３１年３月２９日に公布され、令和元年６月１日から施行されるこ

とに伴い、所要の改正を行うものです。 



木津川市条例第 号 

 

   木津川市税条例の一部を改正する条例（案） 

 

 木津川市税条例（平成１９年木津川市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３４条の７第１項中「においては、法第３１４条の７第１項」を「には、同項」

に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「同条第２項に規定する特例控除対象寄附金」

に改め、同条第２項中「第３１４条の７第２項」を「第３１４条の７第１１項」に改

める。 

 附則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１１項第

２号」に改める。 

 附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第

１項中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金」

を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する

寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都道府県の知事又は市

町村若しくは特別区の長（次項及び第３項において「都道府県知事等」という。）」

に改め、同条第２項及び第３項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

 附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「に

おいては」を「には」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の木津川市税条例（以下「新条例」という。）第３４

条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成３２年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの個人の市民税については、



なお従前の例による。 

２ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成３

２年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。 

第３４条の７第１項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は

同条第１項第１号に掲げ

る寄附金（平成３１年６

月１日前に支出したもの

に限る。） 

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は

法第３１４条の７第１項

第１号に掲げる寄附金

（平成３１年６月１日前

に支出したものに限

る。） 

送付 送付又は木津川市税条例

の一部を改正する条例

（令和元年木津川市条例

第  号）附則第２条第

３項の規定によりなお従

前の例によることとされ

る同条例の規定による改

正前の木津川市税条例附

則第９条第３項の規定に

よる同条第１項に規定す

る申告特例通知書の送付 

３ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者

がこの条例の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律（平成３１



年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）第１条の規定による改正

後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第２項に規定する特例

控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した

改正法第１条の規定による改正前の地方税法第３１４条の７第１項第１号に掲げる

寄附金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料（議案第３５号） 

 

木津川市税条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） 

第１条～第３４条の６ （略） 

（寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前

年中に法第３１４条の７第１項第１号及

び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる

寄附金若しくは金銭を支出した場合に

は、同項に規定するところにより控除す

べき額（当該納税義務者が前年中に同条

第２項に規定する特例控除対象寄附金

を支出した場合にあっては、当該控除す

べき金額に特例控除額を加算した金額。

以下この項において「控除額」という。）

をその者の第３４条の３及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除

するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えると

きは、当該控除額は、当該所得割の額に

相当する金額とする。 

 （１） （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の

７第１１項（法附則第５条の６第２項の

規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に定めるところにより計算した

金額とする。 

（旧） 

第１条～第３４条の６ （略） 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前

年中に法第３１４条の７第１項第１号及

び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる

寄附金若しくは金銭を支出した場合に

おいては、法第３１４条の７第１項に規

定するところにより控除すべき額（当該

納税義務者が前年中に同項第１号に掲

げる寄附金を支出した場合にあっては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加

算した金額。以下この項において「控除

額」という。）をその者の第３４条の３

及び前条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。この場

合において、当該控除額が当該所得割の

額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。 

 （１） （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の

７第２項（法附則第５条の６第２項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。）に定めるところにより計算した金

額とする。 



第３４条の８～第１４０条の７ （略） 

附 則 

第１条～第７条の３の２ （略） 

 （寄附金税額控除における特例控除額の

特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を

受ける市民税の所得割の納税義務者が、

法第３１４条の７第１１項第２号若しく

は第３号に掲げる場合に該当する場合又

は第３４条の３第２項に規定する課税総

所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額を有しない場合であって、当

該納税義務者の前年中の所得について、

附則第１６条の３第１項、附則第１６条

の４第１項、附則第１７条第１項、附則

第１８条第１項、附則第１９条第１項、

附則第１９条の２第１項又は附則第２

０条第１項の規定の適用を受けるとき

は、第３４条の７第２項に規定する特例

控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第５条の

６第２項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 

第８条 （略） 

 （個人の市民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等） 

第９条 法附則第７条第８項に規定する

第３４条の８～第１４０条の７ （略） 

  附 則 

第１条～第７条の３の２ （略） 

 （寄附金税額控除における特例控除額の

特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を

受ける市民税の所得割の納税義務者が、

法第３１４条の７第２項第２号若しくは

第３号に掲げる場合に該当する場合又

は第３４条の３第２項に規定する課税総

所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額を有しない場合であって、当

該納税義務者の前年中の所得について、

附則第１６条の３第１項、附則第１６条

の４第１項、附則第１７条第１項、附則

第１８条第１項、附則第１９条第１項、

附則第１９条の２第１項又は附則第２

０条第１項の規定の適用を受けるとき

は、第３４条の７第２項に規定する特例

控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第５条の

６第２項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）に定めるところによ

り計算した金額とする。 

第８条 （略） 

 （個人の市民税の寄附金控除額に係る申

告の特例等） 

第９条 法附則第７条第８項に規定する



申告特例対象寄附者（次項において「申

告特例対象寄附者」という。）は、当分

の間、第３４条の７第１項及び第２項の

規定により控除すべき金額の控除を受け

ようとする場合には、第３６条の２第４

項の規定による申告書の提出（第３６条

の３の規定により当該申告書が提出され

たものとみなされる所得税法第２条第１

項第３７号に規定する確定申告書の提

出を含む。）に代えて、法第３１４条の

７第２項に規定する特例控除対象寄附

金（以下この項及び次条において「特例

控除対象寄附金」という。）を支出する

際、法附則第７条第８項から第１０項ま

でに規定するところにより、特例控除対

象寄附金を受領する都道府県の知事又

は市町村若しくは特別区の長（次項及び

第３項において「都道府県知事等」とい

う。）に対し、同条第８項に規定する申

告特例通知書（以下この条において「申

告特例通知書」という。）を送付するこ

とを求めることができる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の

送付の求め（以下この条において「申告

特例の求め」という。）を行った申告特

例対象寄附者は、当該申告特例の求めを

行った日から賦課期日までの間に法附則

第７条第１０項第１号に掲げる事項に変

申告特例対象寄附者（次項において「申

告特例対象寄附者」という。）は、当分

の間、第３４条の７第１項及び第２項の

規定によって控除すべき金額の控除を受

けようとする場合には、第３６条の２第

４項の規定による申告書の提出（第３６

条の３の規定により当該申告書が提出

されたものとみなされる所得税法第２条

第１項第３７号に規定する確定申告書

の提出を含む。）に代えて、法第３１４

条の７第１項第１号に掲げる寄附金（以

下この項及び次条において「地方団体に

対する寄附金」という。）を支出する際、

法附則第７条第８項から第１０項までに

規定するところにより、地方団体に対す

る寄附金を受領する地方団体の長に対

し、同条第８項に規定する申告特例通知

書（以下この条において「申告特例通知

書」という。）を送付することを求める

ことができる。 

 

 

２ 前項の規定による申告特例通知書の

送付の求め（以下この条において「申告

特例の求め」という。）を行った申告特

例対象寄附者は、当該申告特例の求めを

行った日から賦課期日までの間に法附則

第７条第１０項第１号に掲げる事項に変



更があったときは、同条第９項に規定す

る申告特例対象年（次項において「申告

特例対象年」という。）の翌年の１月１

０日までに、当該申告特例の求めを行っ

た都道府県知事等に対し、施行規則で定

めるところにより、当該変更があった事

項その他施行規則で定める事項を届け

出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた都道府県知

事等は、申告特例対象年の翌年の１月３

１日までに、法附則第７条第１０項の規

定により申請書に記載された当該申告

特例の求めを行った者の住所（同条第１

１項の規定により住所の変更の届出があ

ったときは、当該変更後の住所）の所在

地の市町村長に対し、施行規則で定める

ところにより、申告特例通知書を送付し

なければならない。 

４ （略） 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に特例控除対象寄附金を支

出し、かつ、当該納税義務者について前

条第３項の規定による申告特例通知書

の送付があった場合（法附則第７条第１

３項の規定によりなかったものとみなさ

れる場合を除く。）には、法附則第７条

の２第４項に規定するところにより控除

すべき額を、第３４条の７第１項及び第

更があったときは、同条第９項に規定す

る申告特例対象年（次項において「申告

特例対象年」という。）の翌年の１月１

０日までに、当該申告特例の求めを行っ

た地方団体の長に対し、施行規則で定め

るところにより、当該変更があった事項

その他施行規則で定める事項を届け出

なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の

長は、申告特例対象年の翌年の１月３１

日までに、法附則第７条第１０項の規定

により申請書に記載された当該申告特

例の求めを行った者の住所（同条第１１

項の規定により住所の変更の届出があっ

たときは、当該変更後の住所）の所在地

の市町村長に対し、施行規則で定めると

ころにより、申告特例通知書を送付しな

ければならない。 

４ （略） 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務

者が前年中に地方団体に対する寄附金

を支出し、かつ、当該納税義務者につい

て前条第３項の規定による申告特例通

知書の送付があった場合（法附則第７条

第１３項の規定によりなかったものとみ

なされる場合を除く。）においては、法

附則第７条の２第４項に規定するところ

により控除すべき額を、第３４条の７第



２項の規定を適用した場合の所得割の

額から控除するものとする。 

第１０条～第２３条 （略） 

 

１項及び第２項の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。 

第１０条～第２３条 （略） 
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